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提供機関：金沢大学

科
目
名

石川県の市町 授業形態 開講期間 4月12日〜8月9日

英文科目名 Municipalities in Ishikawa Prefecture 
①対面授業

開講時間 土曜日　第1講時　10：30 ～ 12：00
②オンライン授業

レベル ※語学は必須
（その他履修上の注意事項）

③対面・オンライン併用 ○
開講場所

石川県政記念しいのき迎賓館3階
セミナールームB復習用ビデオの録画・配信 ○

受
講
定
員
等

担 当 教 員 佐藤　文彦 単位数 2単位

成績評価
方法・割合

3分の2以上の出席が前提。評価はレポー
ト100％。（課題は具体的な地域を例に
地域の課題解決や大学等との連携のあ
り方を提言するものを予定。よいレポー
トは関係の市町に送り提言として役立
ててもらう予定）

定員数　60名　　定員超過時の選考方法等　受付順（事前登録期間内に超過した場合は抽選）
科目等履修生定員　若干名
シティカレッジ聴講生定員　若干名

授
業
料
等

特 別 聴 講 学 生
（大学等に在籍する学生）

科 目 等 履 修 生
（社会人で単位を必要とする者）

シティカレッジ聴講生
(社会人で単位を必要としない者)

検　定　料 入　学　料 授　業　料 別途負担費用
募集期間：金沢大学で確認

受　　講　　料
検定料 入学料 授業料 別途負担費用

9,800円 28,200円 29,600円 無料

科
目
の
内
容

　授業の目的及び学習目標：石川県の市や町は抱える課題を理解し、その課題解決の方策や今後の大学や学
生と地域との連携のあり方を考える。

授業内容：石川県内の全市町から、現場で指揮を取る首長（市長・町長）や職員をゲストとして招き、それ
ぞれの市町がどのような特徴を持ち、どのような課題を抱え、どのような取組をしているのか、あるいはど
のような人材を求めているのか、について話してもらう。また、石川県の地域振興に関係する職員や、各市
町に入って地域の課題に取り組んでいる大学等の教員などにも来て話をしてもらう。これらを通して県内の
市町への理解を深めていく。

その他特記事項
（テキスト・教材参考書等）

・本授業はオンラインと対面を
併用するハイブリッド型の授
業だが、日程によってはオン
ラインのみとなる場合がある。
・まちづくりや地方行政に関
心のある学生、あるいは地方
公務員を目指している学生に
は、特に履修してほしい。
・石川県による企画のため、
社会人の受講料は無料である。
また、県外者の受講も可で、
単位が必要な場合は金沢大学
の科目等履修生となる必要が
ある。

授業日程・
スケジュール

授業日程は、ガイダンスまでに確定し、大学コンソーシアム石川のHP等で公表する。

授業担当教員紹介 URL

ホームページ・メールアドレス等 E－mail satof@staff.kanazawa-u.ac.jp

提供機関：北陸大学

科
目
名

大学・企業における産業財産権 授業形態 開講期間 4月12日〜8月9日

英文科目名
Industrial Property Rights in Universities and 
Companies

①対面授業
開講時間 土曜日　第3講時　15：20 ～ 16：50

②オンライン授業 ○

レベル ※語学は必須
（その他履修上の注意事項）

③対面・オンライン併用
開講場所 オンライン

復習用ビデオの録画・配信

受
講
定
員
等

担 当 教 員 木藤　聡一 単位数 2単位

成績評価
方法・割合

毎回の小レポート定員数　100名　　　定員超過時の選考方法等　受付順
科目等履修生定員　0名
シティカレッジ聴講生定員　若干名

授
業
料
等

特 別 聴 講 学 生
（大学等に在籍する学生）

科 目 等 履 修 生
（社会人で単位を必要とする者）

シティカレッジ聴講生
(社会人で単位を必要としない者)

検　定　料 入　学　料 授　業　料 別途負担費用
募集期間：

受　　講　　料
検定料 入学料 授業料 別途負担費用

10,000円

科
目
の
内
容

　日本は2000年代に入ってから、「知的財産立国」と銘打って、「知的財産」に関わる産業に力を入れています。
技術的なアイデアである「発明」、車のデザインなどの「意匠」、著名なブランドなどの「商標」、本やゲーム
ソフトなどの「著作物」は、全て知的財産です。これらの知的財産に関する法律として、それぞれ「特許法」「意
匠法」「商標法」「著作権法」などがあり、それらを総称したのが「知的財産法」です。
　本科目では、これらのうち「特許法」「意匠法」「商標法」などの「産業財産権法」を扱います。これらの
法律により定められた特許権、意匠権、商標権などの産業財産権を数多く扱う現場である大学や企業で、産
業財産権に正しく配慮できるようになるために、産業財産権に関する基礎知識を身につけることを目指しま
す。それに加えて、具体的な場面において産業財産権に関する問題点を発見する能力や、その問題点を解決
する能力を養うことを目指します。

その他特記事項
（テキスト・教材参考書等）

授業日程・
スケジュール

授業担当教員紹介 URL https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/teacher/s-kitou.html

ホームページ・メールアドレス等 E－mail s-kitoh@hokuriku-u.ac.jp


